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議 案 第 １ 号

平成23年度北海道一般会計補正予算（第５号）

　平成23年度北海道一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ25,782,737千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ2,821,405,054千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

５ 地 方 交 付 税 690,000,000 5,342,463 695,342,463

１ 地 方 交 付 税 690,000,000 5,342,463 695,342,463

７ 分担金及び負担金 16,677,845 589,557 17,267,402

２ 負 担 金 15,000,473 589,557 15,590,030

９ 国 庫 支 出 金 314,547,656 10,361,334 324,908,990

２ 国 庫 補 助 金 188,898,196 10,231,749 199,129,945

３ 委 託 金 4,227,905 129,585 4,357,490

10 財 産 収 入 7,491,505 241,347 7,732,852

１ 財 産 運 用 収 入 4,768,370 11,220 4,779,590

２ 財 産 売 払 収 入 2,723,135 230,127 2,953,262

11 寄 附 金 66,181 2,825 69,006

１ 寄 附 金 66,181 2,825 69,006

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

12 繰 入 金 99,044,192 4,486,592 103,530,784

２ 基 金 繰 入 金 95,336,665 4,486,592 99,823,257

13 諸 収 入 312,933,888 2,619 312,936,507

６ 雑 入 5,519,705 2,619 5,522,324

14 道 債 653,108,000 4,756,000 657,864,000

１ 道 債 653,108,000 4,756,000 657,864,000

歳 入 合 計 2,795,622,317 25,782,737 2,821,405,054
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 232,880,637 3,798,634 236,679,271

３ 学 事 宗 務 費 47,024,363 112,952 47,137,315

４ 防 災 費 757,142 3,685,682 4,442,824

３ 総 合 政 策 費 63,512,888 98,482 63,611,370

５ 科 学 Ｉ Ｔ 振 興 費 16,886,745 98,482 16,985,227

５ 保 健 福 祉 費 402,599,498 13,684,604 416,284,102

１ 保 健 福 祉 管 理 費 26,392,328 589,557 26,981,885

３ 医 療 薬 務 費 5,737,853 80,386 5,818,239

４ 地域医師確保推進費 15,879,833 12,872,776 28,752,609

５ 健 康 安 全 費 135,639,344 141,885 135,781,229

６ 経 済 費 250,326,461 31,431 250,357,892

３ 商 工 金 融 費 198,217,273 31,431 198,248,704

７ 農 政 費 107,484,602 10,742 107,495,344

歳 出
（単位　千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 農 政 管 理 費 9,797,301 7,000 9,804,301

２ 食 品 政 策 費 3,094,959 1,584 3,096,543

４ 畜 産 振 興 費 2,346,785 2,158 2,348,943

８ 水 産 林 務 費 64,745,187 2,825,116 67,570,303

１ 水 産 林 務 管 理 費 7,622,570 34,600 7,657,170

２ 水 産 経 営 費 1,896,743 1,570,516 3,467,259

４ 漁 港 漁 村 費 22,136,448 977,000 23,113,448

９ 治 山 費 8,947,044 243,000 9,190,044

９ 建 設 費 267,030,615 4,419,000 271,449,615

１ 建 設 管 理 費 66,039,317 30,676 66,069,993

３ 道 路 橋 り ょ う 費 112,445,294 3,273,845 115,719,139

４ 河 川 費 46,996,381 743,339 47,739,720

５ 砂 防 海 岸 費 16,842,317 371,140 17,213,457

10 警 察 費 126,265,128 139,000 126,404,128
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 交 通 安 全 施 設 費 3,352,666 139,000 3,491,666

11 教 育 費 465,045,776 92,189 465,137,965

５ 特 別 支 援 学 校 費 44,530,920 89,364 44,620,284

７ 社 会 教 育 費 2,133,937 2,825 2,136,762

12 災 害 復 旧 費 6,448,195 130,000 6,578,195

２
水 産 林 業 施 設

災 害 復 旧 費
4,675,815 130,000 4,805,815

14 諸 支 出 金 77,444,947 553,539 77,998,486

２ 諸 費 72,959,724 553,539 73,513,263

歳 出 合 計 2,795,622,317 25,782,737 2,821,405,054
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事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

道立施設の指定管理業務に係る管
理費用に関する債務負担行為

－ －
平成23年度から
平成25年度まで

水産林務費につ
いて

63,000
教育費について

795,000
の合計額

858,000

道立施設の指定管理業務に係る管
理費用に関する債務負担行為

－ －
平成23年度から
平成27年度まで

総務費について
933,000

環境生活費につ
いて

109,000
の合計額

1,042,000

第 ２ 表

債 務 負 担 行 為 補 正
（単位　千円）
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起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

総 合 防 災

体制整備費
－ － － － 7,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

被災者生活

再 建 支 援

対 策 費

－ － － － 111,000 同 上
10％

以内
同 上

テレビ会議

シ ス テ ム

整 備 費

－ － － － 71,000 同 上
10％

以内
同 上

中 小 企 業

支援対策費
－ － － － 10,000 同 上

10％

以内
同 上

水 産 基 盤

整 備 費
6,405,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

6,646,000 同 上
10％

以内
同 上

臨時漁港海岸

保全施設整備

特 別 対 策

事 業 費

325,000 同 上
10％

以内
同 上 361,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時治山施設

整備特別対策

事 業 費

1,326,000 同 上
10％

以内
同 上 1,508,000 同 上

10％

以内
同 上

水産業漁村

振興推進費
－ － － － 520,000 同 上

10％

以内
同 上

第 ３ 表

地 方 債 補 正
（単位　千円）
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起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

臨時道路整備

特 別 対 策

事 業 費

31,995,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

34,664,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

臨時河川整備

特 別 対 策

事 業 費

3,840,000 同 上
10％

以内
同 上 4,409,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時砂防施設

整備特別対策

事 業 費

1,026,000 同 上
10％

以内
同 上 1,187,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時海岸保全

施設整備特別

対策事業費

1,100,000 同 上
10％

以内
同 上 1,279,000 同 上

10％

以内
同 上

合 計 653,108,000 657,864,000
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